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令和５年度６月補正予算の概要について 

 

令和５年６月６日 

 

 　令和５年度６月補正予算の概要を発表いたします。

 　今回の補正予算は、

 国の交付金を活用した、

 原油価格・物価高騰等に対応する県独自の取組を始め、

 ４月に発生した凍霜害への対応など、

 緊急に措置すべき経費について計上いたしました。

 

 　その主な内容といたしましては、

 原油価格・物価高騰等への対応として、

 　・生活にお困りの方への光熱費などの支援、

 　・ＬＰガスを使用する一般家庭等への支援、

 　・化学肥料や燃油価格の高騰などの影響を

 　　受けている農業者や漁業者への支援、

 　・特別高圧電力を使用する中小企業等への支援、

 　・中小企業等の経営コスト削減に向けた取組への支援、

 　・光熱費などが増加している

 　　医療機関や社会福祉施設等への支援、

 凍霜害への対応として、

 　・防霜ファン等の導入による

 　　産地生産力の維持・強化に向けた緊急対策、

 　・農業者の収入保険への加入促進

 などであり、これらに要する経費を計上いたしました。

  

 　以上により、一般会計における補正予算の総額は、

 ９５億９百万円、

 本年度予算の累計額は、

 １兆３，４７９億７千５百万円となります。

 

                                福島県財政課 

                                 電話　０２４－５２１－７０８９ 
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 資　料

令和５年度６月補正予算主要事業一覧 

                                           　　　　　　　　　　　　(単位：千円) 

＜一般会計＞ 

１　原油価格・物価高騰等への対応　　             計　８，０８８，３４３ 

 

（１）原油価格高騰等による生活困窮者への支援 （保健福祉部：社会福祉課） 

３７４，８７５ 

　　原油価格や物価の高騰による生活困窮世帯への影響を緩和するため、電気やガスなど

の光熱費等を支援する市町村に対して補助を行う。 

　　［ 対  象  者 ］住民税非課税世帯のうち、高齢者世帯や障がい者世帯等 

　　［ 補  助  率 ］１／２以内 

　　［ 補助基準額 ］６，０００円（県からの補助上限額：３，０００円） 

 

（２）ＬＰガス使用世帯等への支援 （商工労働部：経営金融課） 

１，７８６，７００ 

　　ＬＰガスの高騰による一般家庭等への影響を緩和するため、ＬＰガス販売事業者に対

 して使用料金の値引きに要する経費を補助する。

　　［ 対 象 者 ］県内のＬＰガス使用世帯等 

　　［ 支 援 額 ］１世帯等あたり３，０００円 

 

（３）農業者の肥料コスト低減への支援 （農林水産部：環境保全農業課） 

７０，０００ 

　　化学肥料価格の高騰による農業者への影響を緩和するため、化学肥料使用量の低減

効果が高い機械導入に要する経費の一部を補助し、化学肥料コスト低減への取組を支

 援する。

　　［ 補 助 先 ］３戸以上の農業者グループ（農業者の組織する団体）等 

  　［ 補 助 率 ］１／２以内（補助上限額：３５０万円） 

 

（４）農業者の収入保険への加入促進 （農林水産部：農業経済課） 

５，０００ 

　　原油価格や物価の高騰等の影響により、収入が減少した農業者が収入保険に新規加入

 する際の保険料の一部を補助し、持続可能な経営体への転換を促進する。

　　［ 対 象 者 ］物価高騰等の影響により収入が１０％以上減少した農業者等 

　　［ 補 助 率 ］加入者が負担する保険料の１／３以内 

県独自

県独自

県独自

県独自

主な内訳
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（５）燃油価格高騰等による漁業者への支援 （農林水産部：水産課） 

９９，６９７ 

　　 燃油価格等の高騰による漁業者への影響を緩和するため、船底の付着物除去などに

要する経費の一部を補助し、燃油節減への取組を支援する。 

　　［ 補 助 先 ］県内の漁業協同組合等 

  　［ 補 助 率 ］２／３以内 

 

（６）特別高圧電力を使用する中小企業等への支援（商工労働部：企業立地課）

１，４０４，０４６ 

　　電気料金の高騰による中小企業等への影響を緩和するため、特別高圧電力を使用する

 事業者に対して補助を行う。

　　［ 対  象  者 ］特別高圧電力を使用する県内の中小企業等 

　　［ 支  援  額 ］令和５年１月～８月の電気使用量：３．５円／ｋＷｈ 

　　　　　　　　　  令和５年９月の電気使用量　　　：１．８円／ｋＷｈ 

　　［ 補助上限額 ］一般事業者：２，０００万円 

　　　　　　　　　  発電事業者：　　２００万円 

 

（７）中小企業等の経営コスト削減への支援 （商工労働部：経営金融課） 

１，３５０，０００ 

　　原油価格や物価の高騰による中小企業等への影響を緩和するため、省エネルギー効

果が高い機械設備導入などに要する経費の一部を補助し、経営コスト削減を支援する。 

　　［ 補 助 先 ］売上げ又は粗利が減少した県内の中小企業等 

　　［ 補 助 率 ］中小企業　　：２／３以内（補助上限額：３００万円） 

　　　　　　　　　小規模事業者：３／４以内（補助上限額：１００万円） 

 

（８）医療機関や薬局等への支援 （保健福祉部：地域医療課、薬務課） 

９４８，２４０ 

　　原油価格や物価の高騰による医療機関や薬局等への影響を緩和するための支援

金を給付し、安定した医療提供体制を確保する。 

　　［ 対象施設等（１施設あたり） ］ 

　　　 ・病院（300床以上）     　 　　 　 ：基礎額１００万円＋１床あたり１万円 

    　 ・病院（299床以下）、有床診療所  　 ：基礎額　５０万円＋１床あたり１万円 

　　　 ・無床診療所、歯科診療所、助産所　 ：２０万円 

　　　 ・薬局（保険薬局に限る）、歯科技工所：１０万円 

　　　 ・施術所（保険適用施設に限る)   　 ：　５万円　 

 

 

県独自

県独自

県独自

県独自
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（９）社会福祉施設等事業者への支援  

（保健福祉部：社会福祉課、高齢福祉課、障がい福祉課） 

（こども未来局：子育て支援課、児童家庭課） 

９５３，１７６ 

　　原油価格や物価の高騰による介護、障害福祉サービス等事業者への影響を緩和

するための支援金を給付し、安定したサービスの提供を支援する。 

　　［ 対象施設等（１施設あたり） ］ 

       ○高齢者施設、障がい児者施設、保護施設等 

　　　　 ・入所系事業所    　  ：（光 熱 費）基礎額８万円＋定員１名あたり１万円 

         ・複合型サービス事業所：（光 熱 費）基礎額８万円＋定員１名あたり１万円 

                                 （車両燃料費）２万円

         ・通所・訪問系事業所　：（光 熱 費）基礎額８万円 

　　　　　　　　　　　　　　　　（車両燃料費）２万円 

          ※障がい児者施設及び保護施設のうち授産施設に係る光熱費基礎額：４万円

       ○児童養護施設、里親等 

　　　　 ・児童１名あたり２万５千円 

       ○認可外保育施設（中核市所在及び居宅訪問型保育事業を除く） 

　　　　 ・定員60名以上　　　　：３７万５千円 

　　　　 ・定員20名以上59名以下：２５万円 

　　　　 ・定員19名以下　　　　：１２万５千円 

 

 

２　凍霜害への対応　　　　　　　　　　 【再掲含む】計　１０５，０００ 

（１）凍霜害緊急対策事業 （農林水産部：園芸課） 

１００，０００ 

　　令和５年４月に発生した凍霜害による農作物被害を踏まえ、防霜ファン等の導入に

要する経費の一部を補助し、凍霜害の被害を受けにくい産地づくりを支援する。 

　　［ 補 助 先 ］県内の生産者団体等 

　　［ 補 助 率 ］１／４以内 

 

（２）【再掲】農業者の収入保険への加入促進 （農林水産部：農業経済課） 

５，０００ 

県独自

県独自

県独自
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令和５年度６月補正予算の概要 

 
 

（単位：百万円） 

１　予 算 規 模 

補 正 額 ９，５０９

本 年 度 予 算 現 計 額 １，３３８，４６７  

本 年 度 予 算 累 計 額 １，３４７，９７５

前 年 度 同 期 予 算 額 １，２９５，５８８
（ 令和４ 年度６ 月補正後 ）

前 年 度 同 期 比 １．０４倍

前 年 度 同 期 比 増 減 額 ５２，３８７

 

２　補正額の財源内訳 
 
 国 庫 支 出 金 ７，０１７
 
 繰 入 金 ２，３１５
 
 諸 収 入 ５
 

県 債 １７２

（注）表示単位未満の端数については、記載区分毎に四捨五入している。 
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～ 東日本大震災以降、これまでの補正予算編成について ～ 

 

　 ■ 平成２２年度一般会計補正予算総額　　　　　　　１７０億７，１００万円 

　　　 【第５号】（平成23年３月22日専決）、 【第６号】（平成23年３月31日専決） 

 

　 ■ 平成２３年度一般会計補正予算総額　　　１兆４，７１４億４，１００万円 

　　　 【第１号】（平成23年４月15日専決）～【第12号】（平成24年３月30日専決） 

 

　 ■ 平成２４年度一般会計補正予算総額　　　　　２，３０４億７，１００万円 

 　　  【第１号】（平成24年５月18日専決）～【第12号】（平成25年３月29日専決） 

 

　 ■ 平成２５年度一般会計補正予算総額　　　　　　　４１７億３，２００万円 

　　　 【第１号】（平成25年４月23日専決）～【第８号】（平成26年３月31日専決） 

 

　 ■ 平成２６年度一般会計補正予算総額　　　　　２，７５７億５，６００万円 

　　　 【第１号】（平成26年７月２日議決）～【第９号】（平成27年３月31日専決） 

 

　 ■ 平成２７年度一般会計補正予算総額　　　　　１，５１１億３，１００万円 

　　　 【第１号】（平成27年７月１日議決）～【第７号】（平成28年３月31日専決） 

 

　 ■ 平成２８年度一般会計補正予算総額　　　　　２，０１６億４，８００万円 

　　 　【第１号】（平成28年７月６日議決）～【第５号】（平成29年３月31日専決） 

 

　 ■ 平成２９年度一般会計補正予算総額　　　　▲１，７１１億７，３００万円 

　　　 【第１号】（平成29年７月５日議決）～【第７号】（平成30年３月30日専決） 

 

　 ■ 平成３０年度一般会計補正予算総額　　　　▲１，０５９億７，２００万円 

　　　 【第１号】（平成30年７月６日議決）～【第９号】（平成31年３月29日専決） 

 

　 ■ 令和元年度一般会計補正予算総額　　　　　　　　５３３億７，６００万円 

　　　 【第１号】（令和元年７月４日議決）～【第10号】（令和２年３月31日専決） 

                                                                 

　 ■ 令和２年度一般会計補正予算総額　　　　　　　　７３３億６，３００万円 

　　　 【第１号】（令和２年５月５日議決）～【第13号】（令和３年３月31日専決） 

 

   ■ 令和３年度一般会計補正予算総額　　　　　　１，３６６億４，９００万円 

　　 　【第１号】（令和３年３月22日専決）～【第19号】（令和４年３月31日専決） 

 

   ■ 令和４年度一般会計補正予算総額　　　　　　　　５７４億７，８００万円 

　　　 【第１号】（令和４年４月15日専決）～【第10号】（令和５年３月31日専決） 

 

   ■ 令和５年度一般会計補正予算総額　　　　　　　　　　２億１，７００万円 

　　　 【第１号】（令和５年４月17日専決） 


